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東京労働局における女性活躍推進のための施策
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１ 女性活躍推進法施行関係

女性活躍推進法改正（Ｒ７．６．１１公布）の周知、指導

２ 職場におけるハラスメントへの対応

セクハラ、パワハラ等について企業の措置義務等について周知、指導、労使から

の相談対応や紛争解決の援助

３ 女性活躍に取り組む事業主への支援

・不妊治療及び女性の健康課題対応のための助成金

・女性活躍推進アドバイザーによるコンサルティング等の委託事業



① 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化

男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事

業主（民間企業等）及び特定事業主（国・地方公共団体）に義務付けされます。

企業等規模 見直し前 見直し後

301人以上 男女間賃金差異に加えて、２項目以上 を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、２項目以上を公表（※1）

101人～300人 １項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、１項目以上を公表（※2）

１ 女性活躍推進法施行関係（改正法の概要①）

【一般事業主の見直し前後の比較】

施行日：令和８年４月１日
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企業名

所在地

企業規模

企業認定等

採用した労働者に占め
る

女性労働者の割合

労働者に占める
女性労働者の割合

男女別の
育児休業取得率

年次有給休暇の取得率

管理職に占める
女性労働者の割合

※「女性の活躍推進企業データベース」への掲載が最も適切です。

A社 B社

東京都○○区１２３ 東京都○○区４５６

101人～300人 10～100人

（事務職）40%
（技術職）30%

（事務職）20%
（技術職）10%

（事務職）30.2%
（技術職）3.3%

（事務職）12.2%
（技術職）1.5%

(事務職）男性：30%、女性：95％
(技術職）男性：22%、女性：89%

（事務職）男性：7%、女性：90%
（技術職）男性：0.5%、女性：89%

（正社員）75% （正社員）50%

24%（12人）
管理職全体（男女計）50人

80.2%
74.4%
102.3%

【女性の活躍推進企業データベース・イメージ】

女性の活躍を進めて認定取得企業だ！

育児休業の取得率もわかる！

男女の賃金の差異を公表している企業も！

ア 女性労働者に対する職業生活に

関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の

割合

・男女別の採用における競争倍率

・労働者に占める女性労働者の割合

・係長級にある者に占める女性労働者の

割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

イ 職業生活と家庭生活との両立に

資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの

平均残業時間

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

※1 以下のア、イの表から各１項目以上選んでください。

※2 以下のア、イの表（１４項目）の中から選んでください。



② 女性活躍推進法の有効期限の延長

女性活躍推進法の有効期限を令和18年３月31日まで、10年間延長しました。

③ 女性の健康課題

女性の職業生活における活躍の推進は、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、

基本原則において明確化しました。

→（仮称）えるぼしプラスの創設

１ 女性活躍推進法施行関係（改正法の概要②）

施行日：公布の日（令和7年6月11日）
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施行日：令和８年４月１日

施行日：公布の日（令和7年6月11日）

「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性へ

の配慮のために利用することができるの制度※」を設けていること 等

が認定要件
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施行日：公布日（R7.6.11)から1年6月以内の政令で定める日
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④ 女性活躍推進に関する基本方針へのハラスメント対策の位置付け

政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付けました。

１ 女性活躍推進法施行関係（改正法の概要③）

※全国の認定企業3,953件のうち45.6％を東京で

認定しています。

⑤ プラチナえるぼし認定の要件の見直し

プラチナえるぼしの認定要件に、事業主が講じてい

る求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に

係る措置の内容を公表していることを追加します。

施行日：公布の日（令和7年6月11日）

（９月末）



２ 職場におけるハラスメントへの対応

①各種職場におけるハラスメント（セクハラ、パワハラ

等）について、事業主に対する指導を実施。

②労使間の紛争について紛争解決援助及び調停制度の活用

を促し早期解決を支援。
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職場におけるハラスメントへの対応の概要

③改正労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の周

知（カスハラ対策・就活セクハラ対策） 。

④「あかるい職場応援団」の活用促進及び「ハラスメン

ト撲滅月間」である12月を中心にハラスメントに関し

て広く社会一般に周知。
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両立支援等助成金
（不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

３ 女性活躍に取り組む事業主への支援（助成金）

おもな支給要件

●Ａ～Ｃそれぞれの両立支援制度（※）、制度利用の手続

きや賃金の取扱い等を就業規則等に規定

（※）休暇制度／所定外労働制限制度／時差出勤制度／短時間勤務

制度／フレックスタイム制度／在宅勤務等

●労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任

●対象労働者（制度利用の開始日から申請日まで雇用保険

被保険者として継続雇用）がＡ～Ｃそれぞれの両立支援制

度を合計５日（回）利用
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《個別訪問・オンラインによる企業等への支援》

〇女性活躍推進アドバイザーによる個別企業の雇用管理

状況に応じたコンサルティング

３ 女性活躍に取り組む事業主への支援（委託事業①）

《L字カーブ解消のための啓発》

〇地域の実情を踏まえた女性活躍推進に係る周知・広報

〇アンコンシャス・バイアス解消に向けた啓発

〇学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する広報

資料（デジタルリーフレット）の作成

民間企業における女性活躍推進事業



３ 女性活躍に取り組む事業主への支援（委託事業②）

企業や働く女性等に対して、母性健康管理や女性の健康課題に関する情報を
提供する専用サイト

＜サイトの内容＞

・事業主や全国の女性関連施設等向けの研修用の教

材、動画の配信

・母性健康管理、月経等に関するメール相談の実施

・事業所における具体的取組の好事例の掲載

・母性健康管理指導事項連絡カードの内容等に関す

る情報提供 等

アクセス件数：6,586,428件（令和６年度）働く女性の心とからだの応援サイト

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
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【参考】正規雇用労働者のL字カーブ
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女性は男性に比べて正規雇用比率が低く、女性の正規雇用者の割合は25～29歳の60％
をピークに低下し、年齢の上昇とともに下がる、L字カーブ(青い線)を描いている

（出典：令和５年版 男女共同参画白書）

Ⅼ字



○ 男女間賃金差異は長期的には縮小傾向にある。

○ 男女間賃金差異の要因で最も大きいのは、役職の違い（管理職等比率）であり、次いで勤続年数の違いと
なっている。

男女間賃金差異（※）の推移

（※）男性労働者の所定内給与額を100としたときの、女性労働者の所定内給与額の値

男女間賃金差異の要因（単純分析）（令和６年）

調整した
事項

男女賃金差異
男女間差
異の縮小
の程度
②－①

男女間差
異

（原数値）
①

男女間差
異

（調整済
み）②

役職

75.8

84.6 8.8

勤続年数 79.4 3.6

学歴 78.0 2.2

労働時間 77.7 1.9

年齢 76.4 0.6

企業規模 75.9 0.1

産業 74.5 -1.3

（注） １ 「調整前（原数値）」は男性100に対する、実際の女性の賃金水準
２ 「調整後」は女性の各要因の労働者構成が男性と同じと仮定した場合の賃金水準

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を用いて厚生労働省雇用環境・均等局作成
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1 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。
2 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定内労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労
働時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。平成16年ま
で「パートタイム労働者」の名称で調査していたが、定義は同じである。

3 「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいう。
4 平成30年調査から、常用労働者の定義が変更されている。（変更前：１か月を超える期間を定めて雇われて
  いる者、変更後：１か月以上の期間を定めて雇われている者）
5 平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス業」のうち「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を
  除外している。
6 令和２年から、賃金構造基本統計調査にて、推計方法（復元倍率）が変更されている。
7 平成18年～令和元年分については、データの一部に遡及推計値を用いている。

【参考】 男女間賃金差異とその要因
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【参考】男女間賃金差異の国際比較
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国際的にみると日本は依然男女間賃金差異は大きい
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注）男女の中位所得の差を男性中位所得で除した数値。原則フルタイム労働者の週当たりの総収入が対象。
（資料出所）（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2024」
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（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和６年）を用いて厚生労働省雇用環境・均等局作成
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（年）

注１）平成30年調査から、常用労働者の定義が変更されている。
（変更前：１か月を超える期間を定めて雇われている者、変更後：１か月以上の期間を定めて雇われている
者）

注２）平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス業」のうち「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を除
外している。

注３）令和２年から、推計方法が変更されている。
注４）平成18年～令和元年分については、データの一部に遡及推計値を用いている。

（資料出所）（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2025」
いずれも2023年値

注１）日本の分類基準（日本標準職業分類）とその他の国の分類基準（ISCO-08）が異なるので、単純比較は難し
いことに留意が必要。

２）ここでいう「管理職」は、管理的職業従事者（会社役員や企業の課長相当職以上や管理的公務員等）をい
う。

３）割合は、管理的職業従事者のうち女性の占める割合。
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○ 管理職等に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依然その水準は低い。

【参考】管理職等に占める女性割合
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【参考】女性特有の健康課題が仕事に与える影響
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女性従業員の約4割が女性特有の健康課題により「職場で何かをあきらめた経験」がある。具体的な例としては、「正

社員として働くこと」「昇進や責任の重い仕事につくこと」が多い



【参考】女性特有の健康課題により職場で困った経験の有無

15

勤務先で女性特有の健康課題や症状で困った経験の有無について、困った経験があるという回答比率は51.5％であ

り、半数以上の女性が何らかの困った経験を有している。具体的な健康課題・症状としては、「月経関連の症状や疾

病」、「PMS（月経前症候群）」、「更年期障害」、「メンタルヘルス」が主である。
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